
第３期岩手県海洋エネルギー関連産業創出ビジョン（素案）の概要 令和７年12月／ふるさと振興部

１．国内外の動向
（１） 国等における海洋エネルギーに関する政策の動向
「海洋基本法」「海洋基本計画」等による海洋政策の推進、 「2050年カーボン
ニュートラル」「グリーン成長戦略」等による再生可能エネルギー導入の加速化

２．岩手県の海洋エネルギーに関する現状と課題

３．取組の方向性

研究開発・研究拠点形成 産業化・企業参入 人材育成・確保 漁業との共生と協働 国内外への展開

・「いわて海洋研究コンソー
シアム」等の設立
・NEDO事業等による研究
開発の推進
・地域の理解醸成に課題

・海洋エネルギー関連
会社の設立
・事業化に向けた地域
や利害関係者等の協議
・全県的取組が必要

・海洋エネルギー関連分野
の教育実施
・商工会議所と連携した理
解促進セミナーの実施
・戦略的な取組が必要

・漁業者の特定と理解促
進への取組
・漁業共生に向けた継続
した協議
・早い段階の協議が重要

・「いわて海洋研究コンソーシ
アム」などによる情報発信
・発電事業者等との意見交換
による国内外の動向把握
・ネットワークの強化が必要

【取組期間：R８～R12】

はじめに
東日本大震災津波による地域におけるエネルギー確保の重要性の認識、世界的な課題となっている地球温暖化への対応等、再生可能エネルギーの導入に向けた取組が進む。
地域の活性化に大きく貢献する海洋エネルギー関連産業の創出に向け、関係者が取組の方向性や将来の姿を共有するため本ビジョンを策定する。

（２） 国内外における洋上風力発電及び波力発電の状況

【洋上風力】具体的な目標設定が掲げられ導入が加速

【 波 力 】 商用化に向けた研究開発及び実証実験が推進

（１）洋上風力発電

【案件形成（市場の形成による需要創出）】

○ 2040年までに県内で１ＧＷの洋上風力発電の案件形成
  ○ 2029年度を目途に県内で浮体式洋上風力発電での案件形成

漁業
協調
等

・法定協議会設置前に、「プレ協議会」を開催し、事業による漁業や船舶航行等
への影響度合いの把握方法や、漁業等との共存共栄の在り方等の論点整理
・事業実施想定区域において、先行利用者と共同でサイトスクリーニングを実施
・案件形成から法定協議会の設置及び運営までにおいて関係者が留意すべき事項
等を示した地域共生ガイドラインを策定

基
盤
整
備

港
湾
整
備

・港湾等の必要スペックなどについて、国の検討状況を適切に把握するとともに、
発電事業者などから継続したヒアリングを実施
・久慈港における利活用の在り方、港湾整備の検討を進めるとともに、県内他港
湾との連携などについても協議し、適切な港湾利用及び整備を推進

電
力
系
統
整
備

・再生可能エネルギーを最大限導入するために必要な送電網整備を促進するため、
関係市町村と連携した取組を推進するとともに、水素エネルギーの利活用を検討
・データセンター等の再エネ電力の大規模需要家を誘致し、洋上風力発電からの
電力供給も視野に電力需給モデルの構築を検討
・ＧＸ戦略地域の公募に対し、関係市町村と連携して、洋上風力発電を含む再エネ
電源を活用した産業集積構想を提案

【産業振興（需要に対応する供給力の強化）】

○ 2040年までにライフタイム全体で県内調達率３０％

研究開発

・三陸沖の大水深、高波高といった過酷な海域特性を生かした浮体式実
証の案件形成
・海洋研究機関や民間企業等と連携し、洋上風力発電施設を活用した新
たな環境基盤の創出による生物多様性の回復や地域共生等の事業のプラ
スの影響を評価するポジティブアセスメントの手法を開発

サプライ
チェーン
構築

・洋上風力発電の導入に向けたサプライチェーン構築に関する諸課題を分
野横断的に議論する産学官連携プラットフォームを設立（県内企業、発
電事業者、商工団体、金融機関、大学、研究機関及び自治体等）
・浮体基礎製造、設置工事、O＆M等の新たな事業活動への県内企業のポ
テンシャルを調査し、サプライチェーンの構築に向けた検討実施

担い手・
協働パー
トナーづ
くり

・プラットフォームと連携し、本県の陸上風力や他産業への波及効果も
想定した行動計画を策定
・地方自治体、民間企業、高校・高専・大学、漁業団体等の地域の多様な
関係機関から洋上風力の担い手や協働パートナーを生み出すことを目的
とした取組を推進

・ 国では、洋上風力発電を再生可能エネルギーの主力電源化の「切り札」に位置付け、EEZ展開を可能とする法改正や風車製造を含む国内のサプライチェーン構築に向けた支援等
を強化しており、「第２次洋上風力産業ビジョン」では具体的な案件形成や国内調達比率の目標を次のとおり設定し、更なる導入拡大が見込まれる

【案件形成】2030年までに10ＧＷ、2040年までに30～45ＧＷ （浮体式）2040年までに15ＧＷ以上、2029年度を目途に大規模浮体式洋上風力発電の案件形成
【調達比率】ライフタイム全体での国内調達比率を2040年までに65％
・ 洋上風力発電の本格的な展開には、「案件形成（市場の形成による需要創出）」と「産業振興（需要に対応する供給力の強化）」の両面からアプローチが必要であり、両者が相互
に連動し、好循環を生み出していくことを目指して、県では次のとおり具体的な目標を設定するとともに取組の方向性を示す

（２）波力発電

研究開発
・「いわて海洋研究コンソーシアム」、「岩手県海洋エネルギー産業化研究会」等の取組を通じて、産学官が有機的に連携し、技術革新を促進
・再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組の柱の一つとして、波力発電の研究開発等に対する国からの積極的な支援を要望

サプライ
チェーン構築

・「岩手県海洋エネルギー産業化研究会」の活動等を通じ、参入意欲のある県内企業の掘り起こしやネットワーク化を推進
・技術動向等の情報収集に努め、県内企業が自社技術を活用しつつ関連産業への参入可能性を検討できるよう支援

漁業協調
・県内外の漁業関係者との意見交換及び漁業関係者を含めた研究会の開催等を実施
・海洋エネルギーと漁業の双方にメリットとなるよう、漁業協調型の新たな取組について検討

・ 国では、波力発電等の革新的な技術について、低コスト化・高効率化や多様な用途の開拓に資する研究開発等を推進することとしている
・ 県では、県内企業がＮＥＤＯ事業（令和２年度～令和５年度）において実証機を設置し、性能評価の実施や県内企業で設計や部品制作、設置、メンテナンス
等を県内企業で担える体制を構築し、地域への裨益効果の高さを確認

・ 実用化に向けた研究が継続しており、次のとおり取組の方向性を示す

○ 実用化を目指すため、国の大型プロジェクト等の獲得に向けた支援 ○ 県内サプライチェーン構築や地域との共生に向けた環境整備

好循環
○ 海洋エネルギー関連産業の創出
を通じて、研究開発拠点及び産業拠
点が形成され、沿岸部に新たな雇用
と活力が生まれるとともに、産業活動
をはじめとした社会基盤が再生可能
エネルギーによって支えられることに

 より、地域経済の持続的発展につ
ながっている

○ 再生可能エネルギーの導入による
環境と調和した循環型社会が形成さ
れ、カーボンニュートラルの実現に貢
献するとともに、県民一人ひとりが持
続可能で安全・安心な暮らしを送り、
幸福とウェルビーイングを実感できる
社会が実現

（３）目指す姿（2040年）
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